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ストレスチェック制度のイメージ 

１ ストレスチェック 

労働者 
実施者・実施事務従事者 

・産業医 

・事務を行う者 

事業者 

① 調査票の配布 

③ 調査票の判定 

結果通知書の作成 

② 調査票の提出 

⑥ 同意の取得 

④ 結果の通知 

④ 未受検者名簿の作成 

④ 未受検者名簿の提供 

⑤ 未受検者の受検勧奨 

⑦ 結果の提供 

⑧ 集団ごとの分析 

（努力義務） 

⑨ 結果の提供 
⑩ 職場環境の改善 

同意者の結果 

同意されなかった結果 

（５年間保存が望ましい） 

提供された結果の保存 

（５年間保存義務） 

衛生委員会 

ストレスチェック制度担当者 

・衛生管理者 

・メンタルヘルス推進担当者 など 

⑤ 未受検者の受検勧奨 
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「遅滞なく」＝結果出力後速やかに 

「遅滞なく」＝概ね１月以内 

「遅滞なく」＝概ね１月以内 

「遅滞なく」＝概ね１月以内 

※ 緊急に就業上の措置を講ずべき必要がある場合には、可能な限り速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

２ 面接指導 

３ 時間的な流れ 

本人に結果通知 

本人からの面接指導の申出 

医師による面接指導の実施 

事後措置の実施 

ストレスチェック実施 

医師からの意見聴取 

ストレスチェック結果 

面接指導の要否 要 

労働者 

実施者・実施事務従事者 事業者 

➊ 面接指導の申出 

産業医 

❷ 面接指導依頼 

❸ 面接指導の実施 

❺ 意見聴取 

❻ 必要ある場合は、 

就業上の措置 

❹ 結果記録の作成と保存 

（５年間保存義務） 

❺ 未申出者への申出勧奨 

❹ 必要に応じ専門機関・専門医紹介 

申出窓口を産業医・産
業保健スタッフ等とす
ることも可能 

結 果 

労働者 


